
公益通報窓口の設置

徳島県板野町



通報できる職員等

・ 板野町の職員、臨時職員

・ 板野町から事務事業を受託している事業者の役員、従業員

・ 板野町の施設の指定管理者の役員、従業員



通報対象事実
・ 法令違反、又はこれに至るおそれのあるもの

・ 板野町民の生命又は健康に重大な損害をあたえるおそれの
あるもの

・ 行政事務処理等における不適切な行為

・ 職務外の非行や信用失墜行為

・ その他板野町民全体の利益等公益に反するおそれのあるもの



通報を受け付ける窓口

・ 総務課

・ 弁護士事務所



板野町における職員からの公益通報の処理に係るフローチャート（概要）
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板野町における労働者からの公益通報の処理に係るフローチャート（概要）
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出典：徳島県作成資料



・住民の安全・安心が確保されている

安心感につながる

・いつでも相談できる
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